
 

２ 歳末たすけあい事業                 

地域住民同士の交流を目的として歳末時期（11月中旬から１月末）に行う事業に助成し

ます。また、事業を通して地域の関係団体との協働を促進し、赤い羽根共同募金と歳末たす

けあい募金のＰＲを行います。 

 

 

（１）助成対象団体 

自治会・町内会、地区社会福祉協議会・コミュニティ協議会 

 

（２）事業例 

歳末ふれあい交流会・福祉講演会 など 

 

（３）助成条件 

① 事業を進める際に地域の各種関係機関・団体、福祉施設等と連携をはかること 

② 回覧板文書などに中央区社会福祉協議会の歳末たすけあい事業であることを明記の上、

広く地域に呼びかけること 

また、当日会場内にも看板などで同事業であることを明示すること 

③ ボランティア行事用保険等の保険に加入すること 

 

（４）助成内容 

９月頃に発送する地域歳末たすけあい事業要領・申請書類をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


